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工事中の川越駅西口駅前広場
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次回もお待ちしております

川越市マスコットキャラクター ときも
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平成25年川越市議会第5回定例会
合計41名の方が傍聴されました。
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議案第１０５号　川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定めることについてに関する附帯決議
　公民館の使用料改定については、本委員会において多くの質疑が行われたが、今後はそれらを踏まえて次の点に
注意して進められたい。
１．答弁に基づき、平成２６年４月１日から登録団体の使用料徴収を目指すことについては、混乱をきたさぬよう
　努めること。
２．受益者負担の公平性から社会教育としての登録団体のあり方を検討し、見直しを進めること。
３．利用区分について不具合が生じないよう検討すること。
４．公民館制度の変更があった場合、本委員会に速やかに報告すること。
　右、決議する。
　　　平成２５年１２月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川越市議会　文化教育常任委員会

議案第１１３号　川越駅西口駅前広場改修工事請負契約の変更についてに関する附帯決議
　川越駅西口駅前広場は川越市の玄関口であり、市の拠点として今後の市政及び行政に大きく寄与する重要な事業
である。しかしながら、市の工程管理は十分でなく、早い段階から種々の変更が生じていたにもかかわらず、これ
まで市から議会に対して報告がなされず、本議会に至ったことは、はなはだ遺憾である。
　よって、今後このようなことのないよう、以下要請する。
１、設計段階から、十分に関係機関と協議を行うとともに、地元への丁寧な説明に努めること。
１、工事執行にあたっては、工程を明確にするとともに、再発防止のための仕組みの見直しを含めた具体的な対策
　を講ずること。
１、本工事の残土処分の変更部分については、引き続き請負業者と協議を行うこと。
１、本工事の執行にあたっては、作業時間にも配慮し、適正な安全衛生管理に努めること。
　右、決議する。
　　　平成２５年１２月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川越市議会　産業建設常任委員会

　１１月２８日議場コンサートを開催しました。市内の川越南高等学校吹奏楽部
により、歌劇「リゴレット」より、他1曲の演奏が行われました。
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川越市名誉市民の称号の贈与につき同意を求めること＜舟橋功一氏＞

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制
定を求める意見書の提出を求める請願書

川越市公民館設置条例の一部を改正する条例
川越市公民館使用条例の一部を改正する条例
川越市学校施設使用料条例の一部を改正する条例
川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理者の指定
川越駅西口駅前広場改修工事請負契約の変更
川越駅西口駅前広場改修工事に伴うシェルター設置工事請負契約の変更

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制
定を求める意見書
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＊議長は採決に加わっておりません
最終日、以下の議案は審議を終えることなく、廃案となりました。

議 案 議 決 結 果 一 覧 表 ○ …… 賛成　 × …… 反対　 △ …… 退席
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川越市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例
川越市役所出張所設置条例及び川越市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例の一部を改正する条例
川越市市民センター条例
川越市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例
川越市ふれあい歯科診療所条例の一部を改正する条例
川越駅東口公共地下駐車場条例の一部を改正する条例
川越市人・農地プラン検討委員会条例
川越市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例
川越市都市景観条例
川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
川越市水道事業給水条例の一部を改正する条例
川越市下水道条例の一部を改正する条例
川越市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指定
川越市芳野台体育館の指定管理者の指定
川越市中高年齢労働者福祉センターの指定管理者の指定
川越市役所本庁舎耐震改修工事請負契約
訴えの提起
平成２５年度川越市一般会計補正予算（第３号）
平成２５年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

議案 92
議案 93
議案 94
議案 95
議案 96
議案 97
議案 98
議案 99
議案100
議案101
議案102
議案103
議案107
議案108
議案110
議案111
議案112
議案115
議案116
議案117

１．九十川の水害対策における諸課題につ
　　いて
２．障害を理由とする差別の解消の推進に
　　関する法律と市民生活

１．川越市の交通安全対策について（パー
　　ト３）

１．川越市の障がい者の移動サービスにつ
　　いて

１．学校教育のＩＣＴ化促進について
２．認知症高齢者支援について
３．踏切事故の防止対策について

１．平和施策の充実について
２．的場駅周辺の諸問題について

１．言語としての手話の普及について

１．市の感染症対策について

１．姉妹・友好都市について

１．落葉等の処分について
２．ＰＦＩについて

１．行政委員会委員の報酬について
２．公園等でのペットの利用ルールについ
　　て

１．２０２０年オリンピック開催を視野に
　　入れたスポーツ振興と地域活性化の課
　　題について

１．秘密保護法と市民生活
２．２０２０年東京オリンピック開催と川
　　越市政
３．中心市街地の交通対策

１．介護保険制度の改悪が市民に及ぼす影
　　響について
２．新河岸駅周辺の諸問題について

１．非正規職員の処遇改善等について
２．川越市駅周辺の諸問題について

１．子ども・子育て支援新制度と市の保育
　　施策について
２．市内で活動する任意の団体と市との関
　　係について
３．霞ケ関北小跡地と霞ケ関北公民館・市
　　民センターについて

牛　窪　多喜男

若　海　　　保

中　村　文　明

清　水　京　子

桐　野　　　忠

山　根　史　子

片　野　広　隆

山　木　綾　子

髙　橋　　　剛

川　口　啓　介

近　藤　芳　宏

本　山　修　一

今　野　英　子

川　口　知　子

柿　田　有　一
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20
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１．外郭団体と市の関わり
２．東京オリンピックと市の関わり

１．市長の政治姿勢と公契約条例について

小　林　　　薫

石　川　智　明

1

2

１．社会資本マネジメントについて

１．公共施設マネジメントについて
２．効率的な窓口サービスを（パート３）
３．あけぼの・ひかり児童園について
　　（パート５）

１．川越夜戦について

１．市職員の再任用制度について　パート
　　２
２．国際交流について

１．岸町二丁目の水害対策について
２．太陽光発電事業について

１．災害時における応援協力体制について
２．霞ヶ関駅周辺のまちづくりについて
　　パートⅡ

１．災害対策
　⑴　防災教育など

１．ラジオ体操について

中　原　秀　文

若　狭　みどり

加　藤　　　昇

明ヶ戸　亮　太

吉　田　光　雄

小野澤　康　弘

倉　嶋　美恵子

吉　野　郁　惠
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№ 議 員 名 要　　　　旨

№ 議 員 名 要　　　　旨

№ 議 員 名 要　　　　旨
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長
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出
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　案

○改正の趣旨
　貸出区分を変更し、及び使用料の額を改定する等のた
め、川越市公民館使用条例の一部を改正しようとするも
のです。
○改正の内容
　貸出区分の変更に併せて使用料の額の見直しを行うと
ともに、川越市大東公民館及び川越市福原公民館の施設
に係る規定の整備をしようとするものです。
○施行期日等
　１　施行期日
　　　一部を除き、平成26年4月1日としようとするものです。
　２　その他
　　　川越市コミユニテイセンター条例を廃止しようとするものです。

公民館使用条例の一部を改正する条例

○公の施設の名称
　川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設
○指定管理者として指定するもの
　ＮｅＣＳＴ
　構成員代表者
　　さいたま市浦和区仲町一丁目12番1号
　　　日本環境マネジメント株式会社
○指定の期間
　施設の引渡しの日から平成32年3月31日まで

文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理者の指定

川越駅西口駅前広場改修工事請負契約の変更
○工事名
　川越駅西口駅前広場改修工事
○変更の理由
　路線バスの迂回路や交通規制の変更等に伴う、交通安
全対策及び全体工程の見直しにより、契約の金額及び工
期を変更する必要が生じたものです。
○契約の金額の変更
　変更後　11億6865万円（増加額9901万5千円）
○工期の変更
　変更後　本契約締結の日（平成24年10月2日）から平成
26年3月31日まで（増加日数17日）

27件の市長提出議案の内、７件を審議しました。

市政に関する 一般質問一般質問

　今定例会では、２５名の議員から一般質問の通告
がありました。
　２番目に通告していた議員の質問の途中で市長が
行事に出席した際に発言した内容と市職員が答弁し
た内容に見解の相違があり、一般質問が中断となり
ました。その後、１２月２０日最終日まで市長答弁
の調整がつかないまま、閉会となりました。

　容器包装リサイクル法（「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」）は、リサイクルの
ための分別収集・選別保管を税負担で行うことになっているため、上位法である循環型社会形成推進基本法の３
Ｒの優先順位に反して、リサイクル優先に偏っている。
　このため、家庭から出されるごみ総排出量の減量は不十分で、環境によいリユース容器が激減し、リサイクル
に適さない容器包装が未だに使われているのが社会の実態である。
　根本的な問題は、自治体が税負担で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用のうち約８
割が製品価格に内部化されていないことにある。このため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や
環境配慮設計に取組もうとするインセンティブ（誘因）が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負
担のあり方について不公平感が高まっている。
　今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことは急務であり、デポジット制
度の導入をはじめとした事業者責任の強化が不可欠となっている。
　よって、川越市議会は、我が国の１日も早い持続可能な社会への転換を図るため、政府及び国に対し、左記の
とおり、容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律を制定することを強く求める。

記
　容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別収集・選別保管の費用
について製品価格への内部化を進めること。
　右、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　　　平成２５年１２月２０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　越　市　議　会

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書

質問を行った議員は以下の２名です。

以下の２３名の議員については一般質問を行うことができま
せんでした。



 平成26年１月25日発行（3） 議　会　だ　よ　り 平成26年１月25日発行 （2）議　会　だ　よ　り

川越市名誉市民の称号の贈与につき同意を求めること＜舟橋功一氏＞

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制
定を求める意見書の提出を求める請願書

川越市公民館設置条例の一部を改正する条例
川越市公民館使用条例の一部を改正する条例
川越市学校施設使用料条例の一部を改正する条例
川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理者の指定
川越駅西口駅前広場改修工事請負契約の変更
川越駅西口駅前広場改修工事に伴うシェルター設置工事請負契約の変更

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制
定を求める意見書

同意 11

請願  5

議案104
議案105
議案106
議案109
議案113
議案114

意見書 4

同　　意

採　　択

原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決
原案可決

原案可決

○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
△
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○

○

○

○
○
○
○
○
○

○

＊議長は採決に加わっておりません
最終日、以下の議案は審議を終えることなく、廃案となりました。

議 案 議 決 結 果 一 覧 表 ○ …… 賛成　 × …… 反対　 △ …… 退席

議　案

番　号

（採決順）

議　決

結　果議　案　名

会 派 等 の 賛 否

無会派や
ま
ぶ
き
会

11人

公
明
党

7人

自
民
無
所
属
ク
ラ
ブ
5人

日
本
共
産
党

4人

民
主
党

3人

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
川
越
21
2人

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

2人

み
ん
な
の
党

1人

無
所
属

1人

川越市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例
川越市役所出張所設置条例及び川越市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び各選挙区の定数条例の一部を改正する条例
川越市市民センター条例
川越市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例
川越市ふれあい歯科診療所条例の一部を改正する条例
川越駅東口公共地下駐車場条例の一部を改正する条例
川越市人・農地プラン検討委員会条例
川越市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例
川越市都市景観条例
川越市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
川越市水道事業給水条例の一部を改正する条例
川越市下水道条例の一部を改正する条例
川越市立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
川越市東部地域ふれあいセンターの指定管理者の指定
川越市芳野台体育館の指定管理者の指定
川越市中高年齢労働者福祉センターの指定管理者の指定
川越市役所本庁舎耐震改修工事請負契約
訴えの提起
平成２５年度川越市一般会計補正予算（第３号）
平成２５年度川越市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

議案 92
議案 93
議案 94
議案 95
議案 96
議案 97
議案 98
議案 99
議案100
議案101
議案102
議案103
議案107
議案108
議案110
議案111
議案112
議案115
議案116
議案117

１．九十川の水害対策における諸課題につ
　　いて
２．障害を理由とする差別の解消の推進に
　　関する法律と市民生活

１．川越市の交通安全対策について（パー
　　ト３）

１．川越市の障がい者の移動サービスにつ
　　いて

１．学校教育のＩＣＴ化促進について
２．認知症高齢者支援について
３．踏切事故の防止対策について

１．平和施策の充実について
２．的場駅周辺の諸問題について

１．言語としての手話の普及について

１．市の感染症対策について

１．姉妹・友好都市について

１．落葉等の処分について
２．ＰＦＩについて

１．行政委員会委員の報酬について
２．公園等でのペットの利用ルールについ
　　て

１．２０２０年オリンピック開催を視野に
　　入れたスポーツ振興と地域活性化の課
　　題について

１．秘密保護法と市民生活
２．２０２０年東京オリンピック開催と川
　　越市政
３．中心市街地の交通対策

１．介護保険制度の改悪が市民に及ぼす影
　　響について
２．新河岸駅周辺の諸問題について

１．非正規職員の処遇改善等について
２．川越市駅周辺の諸問題について

１．子ども・子育て支援新制度と市の保育
　　施策について
２．市内で活動する任意の団体と市との関
　　係について
３．霞ケ関北小跡地と霞ケ関北公民館・市
　　民センターについて

牛　窪　多喜男

若　海　　　保

中　村　文　明

清　水　京　子

桐　野　　　忠

山　根　史　子

片　野　広　隆

山　木　綾　子

髙　橋　　　剛

川　口　啓　介

近　藤　芳　宏

本　山　修　一

今　野　英　子

川　口　知　子

柿　田　有　一

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

１．外郭団体と市の関わり
２．東京オリンピックと市の関わり

１．市長の政治姿勢と公契約条例について

小　林　　　薫

石　川　智　明

1

2

１．社会資本マネジメントについて

１．公共施設マネジメントについて
２．効率的な窓口サービスを（パート３）
３．あけぼの・ひかり児童園について
　　（パート５）

１．川越夜戦について

１．市職員の再任用制度について　パート
　　２
２．国際交流について

１．岸町二丁目の水害対策について
２．太陽光発電事業について

１．災害時における応援協力体制について
２．霞ヶ関駅周辺のまちづくりについて
　　パートⅡ

１．災害対策
　⑴　防災教育など

１．ラジオ体操について

中　原　秀　文

若　狭　みどり

加　藤　　　昇

明ヶ戸　亮　太

吉　田　光　雄

小野澤　康　弘

倉　嶋　美恵子

吉　野　郁　惠

3

4

5

6

7

8

9

10

№ 議 員 名 要　　　　旨

№ 議 員 名 要　　　　旨

№ 議 員 名 要　　　　旨

市
長
提
出

議

　
　案

○改正の趣旨
　貸出区分を変更し、及び使用料の額を改定する等のた
め、川越市公民館使用条例の一部を改正しようとするも
のです。
○改正の内容
　貸出区分の変更に併せて使用料の額の見直しを行うと
ともに、川越市大東公民館及び川越市福原公民館の施設
に係る規定の整備をしようとするものです。
○施行期日等
　１　施行期日
　　　一部を除き、平成26年4月1日としようとするものです。
　２　その他
　　　川越市コミユニテイセンター条例を廃止しようとするものです。

公民館使用条例の一部を改正する条例

○公の施設の名称
　川越市文化芸術振興・市民活動拠点施設
○指定管理者として指定するもの
　ＮｅＣＳＴ
　構成員代表者
　　さいたま市浦和区仲町一丁目12番1号
　　　日本環境マネジメント株式会社
○指定の期間
　施設の引渡しの日から平成32年3月31日まで

文化芸術振興・市民活動拠点施設の指定管理者の指定

川越駅西口駅前広場改修工事請負契約の変更
○工事名
　川越駅西口駅前広場改修工事
○変更の理由
　路線バスの迂回路や交通規制の変更等に伴う、交通安
全対策及び全体工程の見直しにより、契約の金額及び工
期を変更する必要が生じたものです。
○契約の金額の変更
　変更後　11億6865万円（増加額9901万5千円）
○工期の変更
　変更後　本契約締結の日（平成24年10月2日）から平成
26年3月31日まで（増加日数17日）

27件の市長提出議案の内、７件を審議しました。

市政に関する 一般質問一般質問

　今定例会では、２５名の議員から一般質問の通告
がありました。
　２番目に通告していた議員の質問の途中で市長が
行事に出席した際に発言した内容と市職員が答弁し
た内容に見解の相違があり、一般質問が中断となり
ました。その後、１２月２０日最終日まで市長答弁
の調整がつかないまま、閉会となりました。

　容器包装リサイクル法（「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」）は、リサイクルの
ための分別収集・選別保管を税負担で行うことになっているため、上位法である循環型社会形成推進基本法の３
Ｒの優先順位に反して、リサイクル優先に偏っている。
　このため、家庭から出されるごみ総排出量の減量は不十分で、環境によいリユース容器が激減し、リサイクル
に適さない容器包装が未だに使われているのが社会の実態である。
　根本的な問題は、自治体が税負担で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用のうち約８
割が製品価格に内部化されていないことにある。このため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や
環境配慮設計に取組もうとするインセンティブ（誘因）が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負
担のあり方について不公平感が高まっている。
　今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことは急務であり、デポジット制
度の導入をはじめとした事業者責任の強化が不可欠となっている。
　よって、川越市議会は、我が国の１日も早い持続可能な社会への転換を図るため、政府及び国に対し、左記の
とおり、容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律を制定することを強く求める。

記
　容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別収集・選別保管の費用
について製品価格への内部化を進めること。
　右、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　　　平成２５年１２月２０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川　越　市　議　会

容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書

質問を行った議員は以下の２名です。

以下の２３名の議員については一般質問を行うことができま
せんでした。



 平成26年１月25日発行（5） 議　会　だ　よ　り 平成26年１月25日発行 （4）議　会　だ　よ　り

　
公
の
施
設
使
用
料
設
定
に

あ
た
っ
て
の
基
本
方
針
で
、

急
激
な
負
担
増
へ
の
配
慮
と

し
て
、
激
変
緩
和
措
置
を
講

じ
る
も
の
と
す
る
と
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
今
回
の
使
用

料
の
見
直
し
で
は
、
激
変
緩

和
措
置
上
限
と
す
る
１
・
５

倍
以
上
の
部
屋
は
相
当
数
に

及
ぶ
も
の
と
推
察
す
る
。
激

変
緩
和
措
置
に
関
し
て
は
、

何
ら
か
の
対
処
を
講
じ
ら
れ

る
予
定
は
あ
る
か
伺
い
た
い
。

　
全
公
民
館
１
日
の
使
用
料

合
計
額
の
比
較
は
、
１
・
46

倍
で
あ
り
、
１
・
５
倍
を
超

え
て
い
な
い
が
、
様
々
な
条

件
に
よ
り
、
個
々
の
状
況
を

見
る
と
１
コ
マ
分
の
使
用
料

の
中
で
１
・
５
倍
を
超
え
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
も
の
の
中
で
激
変
緩
和

措
置
が
必
要
な
も
の
に
つ
い

て
は
、
運
用
の
中
で
、
当
分

の
間
、
基
本
方
針
に
適
う
よ

う
に
緩
和
措
置
を
講
じ
て
ま

い
り
た
い
。

　
登
録
団
体
か
ら
公
民
館
使

用
料
を
徴
収
し
な
い
ま
ま
、

値
上
げ
改
正
し
た
使
用
料
を

一
般
利
用
者
か
ら
全
額
徴
収

す
る
不
公
平
な
今
回
の
議
案

で
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化

が
図
ら
れ
る
の
か
？

　
公
民
館
の
登
録
団
体
は
、

社
会
教
育
活
動
の
一
翼
を
担

う
団
体
と
認
識
し
て
、
個
人

の
技
量
を
高
め
る
活
動
等
の

一
般
利
用
と
は
区
別
し
て
受

付
を
し
て
い
る
。
今
後
は
、

登
録
団
体
の
減
免
規
定
を
見

直
す
と
共
に
、
利
用
者
に
応

分
の
負
担
を
お
願
い
す
る
よ

う
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

　
全
額
負
担
と
全
額
免
除
と

い
う
利
用
者
が
生
じ
る
議
案

の
ど
こ
に
使
用
料
徴
収
の
公

平
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の

か
？

　
免
除
団
体
も
変
容
し
て
い

る
の
で
、
利
用
者
に
不
公
平

感
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
に
、

改
め
る
点
は
改
め
て
ま
い
り

た
い
。

　
罰
則
が
適
用
に
な
る
場
合

が
あ
る
と
い
う
が
、
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。

　
罰
則
は
、
景
観
法
に
基
づ

き
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

届
出
を
し
な
い
で
行
為
に
着

手
し
た
者
や
虚
偽
の
届
出
を

し
た
者
、
30
日
間
の
着
工
制

限
を
守
ら
な
か
っ
た
者
や
景

観
計
画
に
定
め
ら
れ
た
基
準

に
合
わ
せ
る
よ
う
命
令
を
受

け
た
の
に
履
行
し
な
か
っ
た

者
な
ど
に
対
し
て
、
１
年
以

下
の
懲
役
や
50
万
円
以
下
の

罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。

　
新
た
な
都
市
景
観
形
成
地

域
の
候
補
は
あ
る
の
か
。

　
候
補
と
し
て
は
、
歴
史
的

風
致
維
持
向
上
計
画
の
重
点

区
域
内
で
、
伝
統
的
な
建
造

物
が
多
く
集
積
す
る
地
域
と

し
て
、
喜
多
院
周
辺
地
域
の

優
先
度
が
比
較
的
高
い
と
考

え
ら
れ
る
が
、
地
域
の
方
々

の
意
向
や
状
況
等
を
十
分
に

踏
ま
え
た
上
で
、
検
討
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

　
景
観
法
の
委
任
条
例
と
し

て
新
た
に
都
市
景
観
条
例
を

制
定
す
る
が
、
条
例
の
構
成

の
確
認
と
特
色
を
伺
う
。

　
条
例
の
構
成
は
、
景
観
法

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
た
委
任
条
例
部
分
と
、

自
主
条
例
部
分
に
大
き
く
分

か
れ
る
。
自
主
条
例
部
分
に
、

現
行
の
施
策
を
引
き
継
い
で

い
く
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　
歴
史
ま
ち
づ
く
り
法
と
景

観
法
と
の
連
携
が
望
ま
れ
る

と
の
こ
と
だ
が
そ
の
関
連
性

に
つ
い
て
伺
う
。

　
景
観
法
が
規
制
を
、
歴
史

ま
ち
づ
く
り
法
が
支
援
を
担

い
、
歴
史
的
な
景
観
を
守
る

地
区
で
は
、
両
者
は
両
輪
の

関
係
と
し
て
活
用
で
き
る
。

　
委
任
条
例
化
さ
れ
た
が
、

川
越
市
独
自
の
自
主
的
な
部

分
を
今
後
ど
う
展
開
し
て
ゆ

く
の
か
伺
う
。

　
都
市
景
観
形
成
地
域
の
新

た
な
指
定
や
都
市
景
観
推
進

団
体
の
活
用
に
よ
る
市
民
と

の
協
働
を
図
っ
て
い
く
。

　
色
彩
に
つ
い
て
、
数
値
化

し
た
基
準
を
新
た
に
設
け
て

行
為
規
制
を
行
う
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
か
。

　
建
築
物
等
の
外
壁
に
使
用

で
き
る
色
彩
に
関
す
る
基
準

は
、
こ
れ
ま
で
は
「
配
慮
・

調
和
」
と
い
う
よ
う
な
定
性

的
な
基
準
で
あ
っ
た
。
今
後

策
定
予
定
の
景
観
計
画
で
は
、

マ
ン
セ
ル
値
を
用
い
た
定
量

的
な
基
準
に
な
る
。
マ
ン
セ

ル
値
と
は
、
色
彩
を
「
色
あ

い
・
明
る
さ
・
鮮
や
か
さ
」

の
３
要
素
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

数
値
化
し
て
組
み
合
わ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

　
鮮
や
か
す
ぎ
る
色
彩
な
ど

に
つ
い
て
、
外
壁
等
に
使
用

で
き
る
割
合
の
制
限
を
設
け

る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
色

彩
を
客
観
的
に
判
断
す
る
た

め
、
マ
ン
セ
ル
値
を
活
用
す

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
既

存
の
建
物
の
外
壁
の
色
彩
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
新
た
な

基
準
値
内
に
収
ま
る
と
想
定

し
て
い
る
。

　
景
観
法
に
基
づ
き
制
定
さ

れ
る
本
条
例
で
市
は
ど
ん
な

施
策
を
展
開
す
る
の
か
。

　
景
観
法
の
委
任
条
例
化
に

よ
り
、
景
観
計
画
に
関
す
る

住
民
提
案
制
度
や
景
観
協
議

会
、
景
観
整
備
機
構
な
ど
の

制
度
を
活
用
し
、
住
民
が
景

観
形
成
に
よ
り
一
層
主
体
的

に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

市
と
市
民
と
の
更
な
る
協
働

が
図
ら
れ
る
。
ま
た
、
歴
史

ま
ち
づ
く
り
法
や
都
市
計
画

法
、
屋
外
広
告
物
法
な
ど
の

諸
制
度
を
活
用
し
、
都
市
景

観
に
関
す
る
取
り
組
み
を
総

合
的
・
一
体
的
に
進
め
る
こ

と
と
な
る
。

　
景
観
計
画
策
定
に
向
け
て

今
後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま

れ
る
の
か
。

　
景
観
計
画
は
、
こ
れ
ま
で

の
都
市
景
観
施
策
と
整
合
さ

せ
た
上
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
た
後
、
都
市

計
画
審
議
会
と
都
市
景
観
審

議
会
に
諮
り
決
定
し
、
改
め

て
市
民
に
周
知
を
図
る
。

　
人
・
農
地
プ
ラ
ン
検
討
委

員
会
条
例
制
定
の
経
緯

　
国
は
、
人
と
農
地
の
問
題

の
解
決
に
向
け
、
人
・
農
地

プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
と

し
、
策
定
に
当
た
っ
て
は
、

そ
の
内
容
が
適
当
で
あ
る
か

を
検
討
会
を
開
催
し
、
審
査
、

検
討
す
る
と
し
た
。
市
で
は

当
該
検
討
委
員
会
は
、
地
方

自
治
法
に
規
定
す
る
附
属
機

　
農
業
者
へ
の
支
援
策
は
？

　
青
年
就
農
給
付
金
（
経
営

開
始
型
）
、
農
地
集
積
協
力

金
、
規
模
拡
大
交
付
金
、
経

営
体
育
成
支
援
事
業
、
貸
付

金
利
負
担
軽
減
措
置
が
あ
る
。

　
策
定
地
域
で
は
、
ど
の
よ

う
な
成
果
が
出
て
い
る
の
か
。

　
新
規
就
農
者
が
地
域
農
業

者
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ

た
。
集
落
営
農
法
人
の
設
立

に
よ
り
担
い
手
に
農
地
が
集

積
さ
れ
、
圃
場
整
備
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
た
。
近
隣
に
プ

ラ
ン
が
作
成
さ
れ
た
た
め
作

成
の
必
要
な
地
域
が
出
て
き

た
。
地
域
の
若
者
も
話
し
合

い
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
高

齢
者
の
応
援
な
ど
持
続
可
能

な
経
営
体
と
な
っ
た
。

　
未
計
画
地
域
に
対
す
る
、

周
知
や
説
明
会
等
の
取
り
組

み
を
伺
う
。

　
農
業
者
が
集
ま
る
地
域
の

集
会
へ
の
参
加
、
市
主
催
の

説
明
会
及
び
話
し
合
い
の
機

会
を
設
定
し
、
人
・
農
地
プ

ラ
ン
の
説
明
を
行
う
。
地
域

農
業
に
つ
い
て
、
話
し
合
っ

て
も
ら
い
、
農
業
者
に
プ
ラ

ン
へ
の
意
識
を
も
っ
て
も
ら

う
。
農
業
委
員
会
の
広
報
誌

へ
の
掲
載
な
ど
そ
の
他
の
啓

発
事
業
も
検
討
す
る
。

関
と
判
断
し
条
例
と
し
た
。

　
人
・
農
地
プ
ラ
ン
と
は
？

　
人
と
農
地
の
問
題
解
決
の

た
め
、
地
域
の
中
心
と
な
る

経
営
体
、
そ
れ
以
外
の
農
業

者
、
今
後
の
地
域
農
業
の
あ

り
方
及
び
農
地
集
積
計
画
な

ど
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
、

地
域
の
話
し
合
い
等
を
基
に

市
が
原
案
を
策
定
し
、
検
討

委
員
会
を
経
て
決
定
す
る
。

　
平
均
的
な
世
帯
が
１
カ
月

使
用
し
た
場
合
の
料
金
の
現

行
と
改
正
後
の
金
額
を
伺
う
。

　
口
径
が
13
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

で
１
カ
月
12
立
方
メ
ー
ト
ル

使
用
の
場
合
、
現
行
は
１
１

２
３
円
で
改
正
後
は
１
１
５

５
円
と
な
り
差
額
は
32
円
、

口
径
が
20
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で

１
カ
月
19
立
方
メ
ー
ト
ル
使

用
の
場
合
、
現
行
は
２
０
５

２
円
で
改
正
後
は
２
１
１
１

円
と
な
り
差
額
は
59
円
。

　
市
民
生
活
が
厳
し
い
状
況

の
中
、
消
費
税
率
の
引
き
上

　
市
民
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

高
齢
者
の
福
祉
相
談
は
。

　
相
談
業
務
の
実
施
場
所
と

し
て
相
談
室
を
持
つ
市
民
セ

ン
タ
ー
で
の
展
開
を
検
討
し

た
い
。

　
高
階
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど

で
は
、
出
張
所
副
所
長
が
実

質
的
に
公
民
館
業
務
を
統
括

し
て
い
る
が
、
市
民
セ
ン
タ

ー
化
後
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
公
民
館
長
を
兼
ね
る
市
民

セ
ン
タ
ー
所
長
が
全
体
の
業

務
を
統
括
す
る
。

　
霞
ヶ
関
北
地
区
は
出
張
所

と
公
民
館
が
離
れ
て
い
る
が
、

運
営
は
ど
う
す
る
の
か
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
放
送
】

　
川
越
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

【
今
定
例
会
の
会
議
録
】

　
図
書
館
等
で
は
２
月
下
旬
頃
〜

　
議
会
Ｈ
Ｐ
で
は
３
月
上
旬
頃
〜

　
閲
覧
で
き
ま
す
。

【
閲
覧
場
所
】

　
図
書
館
／
出
張
所
／
議
会
事
務
局

　
情
報
公
開
窓
口
（
東
庁
舎
）

会議録の
閲覧等

足
に
向
け
た
考
え
方
や
進
め

方
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
地
域
活
動
の
中
心
と
な
る

自
治
会
や
地
区
社
協
、
Ｐ
Ｔ

Ａ
等
の
代
表
者
を
構
成
メ
ン

バ
ー
と
し
て
、
地
域
課
題
の

検
討
や
行
政
と
の
協
働
を
進

め
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
た
、

（
仮
称
）
地
域
会
議
を
、
来

年
度
市
民
セ
ン
タ
ー
ご
と
に

設
置
し
た
い
。

答

　
市
民
セ
ン
タ
ー
構
想
案
の

中
で
条
例
化
に
際
し
反
映
で

き
な
か
っ
た
点
は
何
か
。

　
行
政
機
関
で
あ
る
市
民
セ

ン
タ
ー
と
教
育
機
関
で
あ
る

公
民
館
を
組
織
上
は
別
々
に

位
置
付
け
た
こ
と
。
た
だ
し
、

両
組
織
を
一
体
的
に
運
営
し

地
域
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

く
。

　
（
仮
称
）
地
域
会
議
の
発

問答問

　
適
正
な
人
員
配
置
や
職
員

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
工
夫
等

に
よ
り
、
他
地
区
と
同
様
の

市
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
き
た
い
。

　
他
市
で
は
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
設
置
等
に
よ
り
公
民
館

が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
公
民

館
は
残
す
べ
き
と
思
う
が
、

今
後
の
市
の
考
え
方
は
。

　
社
会
教
育
の
取
り
組
み
は

重
要
な
事
項
で
あ
る
。
今
後

市
民
セ
ン
タ
ー
と
公
民
館
を

一
体
的
に
運
営
し
て
い
く
中

で
、
十
分
な
検
討
と
議
論
を

重
ね
判
断
す
べ
き
課
題
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

答問問 答

議
案
第
９
４
号

市
民
セ
ン
タ
ー
条
例

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
９
８
号

人
・
農
地
プ
ラ
ン
検
討
委
員
会
条
例

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
０
号

都
市
景
観
条
例

【
Ｐ
川
越
21
】【
や
ま
ぶ
き
会
】【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

本
会
議
に
お
け
る

主
な
議
案
質
疑

【
質
疑
を
し
た
会
派
名
】

　今
定
例
会
で
は
延
べ
22
名
の
議
員
が
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　な
お
、
議
案
第
94
号
、
議
案
第
98
号
、
議
案
第
１
０
０
号
、

議
案
第
１
０
２
号
、
議
案
第
１
１
２
号
、
議
案
第
１
１
６
号

は
廃
案
と
な
り
ま
し
た
。

げ
分
を
転
嫁
す
る
こ
と
に
つ

い
て
市
長
の
考
え
を
伺
う
。

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に

つ
い
て
は
、
多
く
の
市
民
の

方
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
今
回
の
消
費
税

率
の
改
正
は
、
社
会
保
障
の

安
定
財
源
の
確
保
等
を
目
的

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律

に
定
め
ら
れ
た
と
お
り
の
消

費
税
の
転
嫁
は
や
む
を
得
な

い
も
の
と
考
え
る
。

議
案
第
１
０
２
号

水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
５
号

公
民
館
使
用
条
例
の
一
部
改
正

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
民
主
党
】

問問 答問問 答答

答

問答答 問答問

問 問答答問問 答答

答答 問問問 答

答 問問

答問問 答

問答答

問答
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公
の
施
設
使
用
料
設
定
に

あ
た
っ
て
の
基
本
方
針
で
、

急
激
な
負
担
増
へ
の
配
慮
と

し
て
、
激
変
緩
和
措
置
を
講

じ
る
も
の
と
す
る
と
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
今
回
の
使
用

料
の
見
直
し
で
は
、
激
変
緩

和
措
置
上
限
と
す
る
１
・
５

倍
以
上
の
部
屋
は
相
当
数
に

及
ぶ
も
の
と
推
察
す
る
。
激

変
緩
和
措
置
に
関
し
て
は
、

何
ら
か
の
対
処
を
講
じ
ら
れ

る
予
定
は
あ
る
か
伺
い
た
い
。

　
全
公
民
館
１
日
の
使
用
料

合
計
額
の
比
較
は
、
１
・
46

倍
で
あ
り
、
１
・
５
倍
を
超

え
て
い
な
い
が
、
様
々
な
条

件
に
よ
り
、
個
々
の
状
況
を

見
る
と
１
コ
マ
分
の
使
用
料

の
中
で
１
・
５
倍
を
超
え
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
も
の
の
中
で
激
変
緩
和

措
置
が
必
要
な
も
の
に
つ
い

て
は
、
運
用
の
中
で
、
当
分

の
間
、
基
本
方
針
に
適
う
よ

う
に
緩
和
措
置
を
講
じ
て
ま

い
り
た
い
。

　
登
録
団
体
か
ら
公
民
館
使

用
料
を
徴
収
し
な
い
ま
ま
、

値
上
げ
改
正
し
た
使
用
料
を

一
般
利
用
者
か
ら
全
額
徴
収

す
る
不
公
平
な
今
回
の
議
案

で
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化

が
図
ら
れ
る
の
か
？

　
公
民
館
の
登
録
団
体
は
、

社
会
教
育
活
動
の
一
翼
を
担

う
団
体
と
認
識
し
て
、
個
人

の
技
量
を
高
め
る
活
動
等
の

一
般
利
用
と
は
区
別
し
て
受

付
を
し
て
い
る
。
今
後
は
、

登
録
団
体
の
減
免
規
定
を
見

直
す
と
共
に
、
利
用
者
に
応

分
の
負
担
を
お
願
い
す
る
よ

う
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

　
全
額
負
担
と
全
額
免
除
と

い
う
利
用
者
が
生
じ
る
議
案

の
ど
こ
に
使
用
料
徴
収
の
公

平
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の

か
？

　
免
除
団
体
も
変
容
し
て
い

る
の
で
、
利
用
者
に
不
公
平

感
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
に
、

改
め
る
点
は
改
め
て
ま
い
り

た
い
。

　
罰
則
が
適
用
に
な
る
場
合

が
あ
る
と
い
う
が
、
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。

　
罰
則
は
、
景
観
法
に
基
づ

き
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

届
出
を
し
な
い
で
行
為
に
着

手
し
た
者
や
虚
偽
の
届
出
を

し
た
者
、
30
日
間
の
着
工
制

限
を
守
ら
な
か
っ
た
者
や
景

観
計
画
に
定
め
ら
れ
た
基
準

に
合
わ
せ
る
よ
う
命
令
を
受

け
た
の
に
履
行
し
な
か
っ
た

者
な
ど
に
対
し
て
、
１
年
以

下
の
懲
役
や
50
万
円
以
下
の

罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。

　
新
た
な
都
市
景
観
形
成
地

域
の
候
補
は
あ
る
の
か
。

　
候
補
と
し
て
は
、
歴
史
的

風
致
維
持
向
上
計
画
の
重
点

区
域
内
で
、
伝
統
的
な
建
造

物
が
多
く
集
積
す
る
地
域
と

し
て
、
喜
多
院
周
辺
地
域
の

優
先
度
が
比
較
的
高
い
と
考

え
ら
れ
る
が
、
地
域
の
方
々

の
意
向
や
状
況
等
を
十
分
に

踏
ま
え
た
上
で
、
検
討
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

　
景
観
法
の
委
任
条
例
と
し

て
新
た
に
都
市
景
観
条
例
を

制
定
す
る
が
、
条
例
の
構
成

の
確
認
と
特
色
を
伺
う
。

　
条
例
の
構
成
は
、
景
観
法

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
た
委
任
条
例
部
分
と
、

自
主
条
例
部
分
に
大
き
く
分

か
れ
る
。
自
主
条
例
部
分
に
、

現
行
の
施
策
を
引
き
継
い
で

い
く
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　
歴
史
ま
ち
づ
く
り
法
と
景

観
法
と
の
連
携
が
望
ま
れ
る

と
の
こ
と
だ
が
そ
の
関
連
性

に
つ
い
て
伺
う
。

　
景
観
法
が
規
制
を
、
歴
史

ま
ち
づ
く
り
法
が
支
援
を
担

い
、
歴
史
的
な
景
観
を
守
る

地
区
で
は
、
両
者
は
両
輪
の

関
係
と
し
て
活
用
で
き
る
。

　
委
任
条
例
化
さ
れ
た
が
、

川
越
市
独
自
の
自
主
的
な
部

分
を
今
後
ど
う
展
開
し
て
ゆ

く
の
か
伺
う
。

　
都
市
景
観
形
成
地
域
の
新

た
な
指
定
や
都
市
景
観
推
進

団
体
の
活
用
に
よ
る
市
民
と

の
協
働
を
図
っ
て
い
く
。

　
色
彩
に
つ
い
て
、
数
値
化

し
た
基
準
を
新
た
に
設
け
て

行
為
規
制
を
行
う
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
か
。

　
建
築
物
等
の
外
壁
に
使
用

で
き
る
色
彩
に
関
す
る
基
準

は
、
こ
れ
ま
で
は
「
配
慮
・

調
和
」
と
い
う
よ
う
な
定
性

的
な
基
準
で
あ
っ
た
。
今
後

策
定
予
定
の
景
観
計
画
で
は
、

マ
ン
セ
ル
値
を
用
い
た
定
量

的
な
基
準
に
な
る
。
マ
ン
セ

ル
値
と
は
、
色
彩
を
「
色
あ

い
・
明
る
さ
・
鮮
や
か
さ
」

の
３
要
素
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

数
値
化
し
て
組
み
合
わ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

　
鮮
や
か
す
ぎ
る
色
彩
な
ど

に
つ
い
て
、
外
壁
等
に
使
用

で
き
る
割
合
の
制
限
を
設
け

る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
色

彩
を
客
観
的
に
判
断
す
る
た

め
、
マ
ン
セ
ル
値
を
活
用
す

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
既

存
の
建
物
の
外
壁
の
色
彩
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
新
た
な

基
準
値
内
に
収
ま
る
と
想
定

し
て
い
る
。

　
景
観
法
に
基
づ
き
制
定
さ

れ
る
本
条
例
で
市
は
ど
ん
な

施
策
を
展
開
す
る
の
か
。

　
景
観
法
の
委
任
条
例
化
に

よ
り
、
景
観
計
画
に
関
す
る

住
民
提
案
制
度
や
景
観
協
議

会
、
景
観
整
備
機
構
な
ど
の

制
度
を
活
用
し
、
住
民
が
景

観
形
成
に
よ
り
一
層
主
体
的

に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

市
と
市
民
と
の
更
な
る
協
働

が
図
ら
れ
る
。
ま
た
、
歴
史

ま
ち
づ
く
り
法
や
都
市
計
画

法
、
屋
外
広
告
物
法
な
ど
の

諸
制
度
を
活
用
し
、
都
市
景

観
に
関
す
る
取
り
組
み
を
総

合
的
・
一
体
的
に
進
め
る
こ

と
と
な
る
。

　
景
観
計
画
策
定
に
向
け
て

今
後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま

れ
る
の
か
。

　
景
観
計
画
は
、
こ
れ
ま
で

の
都
市
景
観
施
策
と
整
合
さ

せ
た
上
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
た
後
、
都
市

計
画
審
議
会
と
都
市
景
観
審

議
会
に
諮
り
決
定
し
、
改
め

て
市
民
に
周
知
を
図
る
。

　
人
・
農
地
プ
ラ
ン
検
討
委

員
会
条
例
制
定
の
経
緯

　
国
は
、
人
と
農
地
の
問
題

の
解
決
に
向
け
、
人
・
農
地

プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
と

し
、
策
定
に
当
た
っ
て
は
、

そ
の
内
容
が
適
当
で
あ
る
か

を
検
討
会
を
開
催
し
、
審
査
、

検
討
す
る
と
し
た
。
市
で
は

当
該
検
討
委
員
会
は
、
地
方

自
治
法
に
規
定
す
る
附
属
機

　
農
業
者
へ
の
支
援
策
は
？

　
青
年
就
農
給
付
金
（
経
営

開
始
型
）
、
農
地
集
積
協
力

金
、
規
模
拡
大
交
付
金
、
経

営
体
育
成
支
援
事
業
、
貸
付

金
利
負
担
軽
減
措
置
が
あ
る
。

　
策
定
地
域
で
は
、
ど
の
よ

う
な
成
果
が
出
て
い
る
の
か
。

　
新
規
就
農
者
が
地
域
農
業

者
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ

た
。
集
落
営
農
法
人
の
設
立

に
よ
り
担
い
手
に
農
地
が
集

積
さ
れ
、
圃
場
整
備
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
た
。
近
隣
に
プ

ラ
ン
が
作
成
さ
れ
た
た
め
作

成
の
必
要
な
地
域
が
出
て
き

た
。
地
域
の
若
者
も
話
し
合

い
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
高

齢
者
の
応
援
な
ど
持
続
可
能

な
経
営
体
と
な
っ
た
。

　
未
計
画
地
域
に
対
す
る
、

周
知
や
説
明
会
等
の
取
り
組

み
を
伺
う
。

　
農
業
者
が
集
ま
る
地
域
の

集
会
へ
の
参
加
、
市
主
催
の

説
明
会
及
び
話
し
合
い
の
機

会
を
設
定
し
、
人
・
農
地
プ

ラ
ン
の
説
明
を
行
う
。
地
域

農
業
に
つ
い
て
、
話
し
合
っ

て
も
ら
い
、
農
業
者
に
プ
ラ

ン
へ
の
意
識
を
も
っ
て
も
ら

う
。
農
業
委
員
会
の
広
報
誌

へ
の
掲
載
な
ど
そ
の
他
の
啓

発
事
業
も
検
討
す
る
。

関
と
判
断
し
条
例
と
し
た
。

　
人
・
農
地
プ
ラ
ン
と
は
？

　
人
と
農
地
の
問
題
解
決
の

た
め
、
地
域
の
中
心
と
な
る

経
営
体
、
そ
れ
以
外
の
農
業

者
、
今
後
の
地
域
農
業
の
あ

り
方
及
び
農
地
集
積
計
画
な

ど
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
、

地
域
の
話
し
合
い
等
を
基
に

市
が
原
案
を
策
定
し
、
検
討

委
員
会
を
経
て
決
定
す
る
。

　
平
均
的
な
世
帯
が
１
カ
月

使
用
し
た
場
合
の
料
金
の
現

行
と
改
正
後
の
金
額
を
伺
う
。

　
口
径
が
13
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

で
１
カ
月
12
立
方
メ
ー
ト
ル

使
用
の
場
合
、
現
行
は
１
１

２
３
円
で
改
正
後
は
１
１
５

５
円
と
な
り
差
額
は
32
円
、

口
径
が
20
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で

１
カ
月
19
立
方
メ
ー
ト
ル
使

用
の
場
合
、
現
行
は
２
０
５

２
円
で
改
正
後
は
２
１
１
１

円
と
な
り
差
額
は
59
円
。

　
市
民
生
活
が
厳
し
い
状
況

の
中
、
消
費
税
率
の
引
き
上

　
市
民
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

高
齢
者
の
福
祉
相
談
は
。

　
相
談
業
務
の
実
施
場
所
と

し
て
相
談
室
を
持
つ
市
民
セ

ン
タ
ー
で
の
展
開
を
検
討
し

た
い
。

　
高
階
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど

で
は
、
出
張
所
副
所
長
が
実

質
的
に
公
民
館
業
務
を
統
括

し
て
い
る
が
、
市
民
セ
ン
タ

ー
化
後
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
公
民
館
長
を
兼
ね
る
市
民

セ
ン
タ
ー
所
長
が
全
体
の
業

務
を
統
括
す
る
。

　
霞
ヶ
関
北
地
区
は
出
張
所

と
公
民
館
が
離
れ
て
い
る
が
、

運
営
は
ど
う
す
る
の
か
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
放
送
】

　
川
越
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

【
今
定
例
会
の
会
議
録
】

　
図
書
館
等
で
は
２
月
下
旬
頃
〜

　
議
会
Ｈ
Ｐ
で
は
３
月
上
旬
頃
〜

　
閲
覧
で
き
ま
す
。

【
閲
覧
場
所
】

　
図
書
館
／
出
張
所
／
議
会
事
務
局

　
情
報
公
開
窓
口
（
東
庁
舎
）

会議録の
閲覧等

足
に
向
け
た
考
え
方
や
進
め

方
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
地
域
活
動
の
中
心
と
な
る

自
治
会
や
地
区
社
協
、
Ｐ
Ｔ

Ａ
等
の
代
表
者
を
構
成
メ
ン

バ
ー
と
し
て
、
地
域
課
題
の

検
討
や
行
政
と
の
協
働
を
進

め
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
た
、

（
仮
称
）
地
域
会
議
を
、
来

年
度
市
民
セ
ン
タ
ー
ご
と
に

設
置
し
た
い
。

答

　
市
民
セ
ン
タ
ー
構
想
案
の

中
で
条
例
化
に
際
し
反
映
で

き
な
か
っ
た
点
は
何
か
。

　
行
政
機
関
で
あ
る
市
民
セ

ン
タ
ー
と
教
育
機
関
で
あ
る

公
民
館
を
組
織
上
は
別
々
に

位
置
付
け
た
こ
と
。
た
だ
し
、

両
組
織
を
一
体
的
に
運
営
し

地
域
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

く
。

　
（
仮
称
）
地
域
会
議
の
発

問答問

　
適
正
な
人
員
配
置
や
職
員

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
工
夫
等

に
よ
り
、
他
地
区
と
同
様
の

市
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
き
た
い
。

　
他
市
で
は
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
設
置
等
に
よ
り
公
民
館

が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
公
民

館
は
残
す
べ
き
と
思
う
が
、

今
後
の
市
の
考
え
方
は
。

　
社
会
教
育
の
取
り
組
み
は

重
要
な
事
項
で
あ
る
。
今
後

市
民
セ
ン
タ
ー
と
公
民
館
を

一
体
的
に
運
営
し
て
い
く
中

で
、
十
分
な
検
討
と
議
論
を

重
ね
判
断
す
べ
き
課
題
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

答問問 答

議
案
第
９
４
号

市
民
セ
ン
タ
ー
条
例

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
９
８
号

人
・
農
地
プ
ラ
ン
検
討
委
員
会
条
例

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
０
号

都
市
景
観
条
例

【
Ｐ
川
越
21
】【
や
ま
ぶ
き
会
】【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

本
会
議
に
お
け
る

主
な
議
案
質
疑

【
質
疑
を
し
た
会
派
名
】

　今
定
例
会
で
は
延
べ
22
名
の
議
員
が
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　な
お
、
議
案
第
94
号
、
議
案
第
98
号
、
議
案
第
１
０
０
号
、

議
案
第
１
０
２
号
、
議
案
第
１
１
２
号
、
議
案
第
１
１
６
号

は
廃
案
と
な
り
ま
し
た
。

げ
分
を
転
嫁
す
る
こ
と
に
つ

い
て
市
長
の
考
え
を
伺
う
。

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に

つ
い
て
は
、
多
く
の
市
民
の

方
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
今
回
の
消
費
税

率
の
改
正
は
、
社
会
保
障
の

安
定
財
源
の
確
保
等
を
目
的

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律

に
定
め
ら
れ
た
と
お
り
の
消

費
税
の
転
嫁
は
や
む
を
得
な

い
も
の
と
考
え
る
。

議
案
第
１
０
２
号

水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
５
号

公
民
館
使
用
条
例
の
一
部
改
正

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
民
主
党
】

問問 答問問 答答

答

問答答 問答問

問 問答答問問 答答

答答 問問問 答

答 問問

答問問 答

問答答

問答
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設
計
変
更
前
と
設
計
変
更

後
の
差
異
は
何
か
。

　
増
額
と
な
る
主
な
項
目
は
、

残
土
処
分
、
鋼
矢
板
設
置
撤

去
、
交
通
誘
導
員
で
あ
る
。

　
残
土
処
分
は
、
市
内
を
想

定
し
設
計
し
て
い
た
が
、
市

外
に
変
更
と
な
っ
た
。

　
土
留
め
の
鋼
矢
板
設
置
撤

去
は
、
警
察
や
バ
ス
事
業
者

と
の
協
議
に
よ
り
工
事
作
業

帯
が
縮
小
し
た
た
め
工
法
を

変
更
し
た
。

　
交
通
誘
導
員
は
、
歩
行
者

や
バ
ス
、
一
般
車
の
誘
導
の

た
め
大
幅
に
増
加
し
た
。

　
減
額
と
な
る
主
な
項
目
は

舗
装
工
等
で
あ
る
。

　
工
事
完
了
ま
で
に
工
事
変

更
が
生
じ
る
可
能
性
は
現
時

点
で
あ
る
の
か
。

　
今
後
、
よ
り
一
層
、
協
力

体
制
を
強
化
し
、
前
倒
し
で

作
業
が
で
き
る
よ
う
万
全
な

対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
か

ら
、
現
時
点
で
は
、
設
計
変

更
が
生
じ
る
可
能
性
は
な
い

も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
契
約
金
額
を
９
９
０
１
万

５
千
円
増
額
、
工
期
を
17
日

間
延
長
す
る
理
由
を
伺
う
。

　
設
計
変
更
の
主
な
理
由
は
、

関
係
機
関
協
議
に
よ
る
交
通

安
全
対
策
、
仮
設
工
法
の
変

更
及
び
残
土
処
分
工
の
変
更

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
作
業
帯
縮
小
な
ど

に
伴
う
全
体
工
程
の
見
直
し

に
よ
り
工
期
を
延
長
す
る
必

要
が
生
じ
た
。

　
今
後
、
変
更
が
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
に

検
証
す
る
の
か
。

　
変
更
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

計
画
の
早
い
段
階
か
ら
関
係

機
関
へ
の
相
談
及
び
地
元
へ

の
丁
寧
な
説
明
に
心
が
け
、

請
負
者
に
対
し
て
は
、
施
工

管
理
、
工
程
管
理
の
指
導
を

徹
底
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重

要
と
考
え
る
。

　
今
後
は
、
計
画
段
階
か
ら

現
場
状
況
の
把
握
に
努
め
、

適
切
な
施
工
計
画
に
基
づ
き

大
き
な
変
更
が
生
じ
な
い
よ

う
努
め
て
い
き
た
い
。

　
バ
ス
路
線
の
迂
回
路
を
使

い
続
け
る
こ
と
は
、
法
的
に

問
題
が
あ
っ
た
の
か
。

　
法
的
に
は
迂
回
路
を
見
直

す
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
地
元
自
治
会
や

育
成
会
か
ら
見
直
し
を
強
く

求
め
ら
れ
た
こ
と
等
を
重
く

受
け
止
め
て
取
り
や
め
た
。

　
鋼
矢
板
設
置
工
事
の
工
法

変
更
は
、
予
期
す
る
事
が
出

来
な
い
特
別
な
状
態
が
生
じ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、

市
の
見
解
は
。

　
着
工
前
に
も
警
察
や
バ
ス

事
業
者
と
協
議
し
準
備
を
整

え
て
い
た
が
、
実
施
段
階
の

協
議
で
予
期
で
き
な
か
っ
た

路
線
バ
ス
の
回
転
場
所
と
安

全
通
行
の
確
保
と
い
う
問
題

点
に
対
応
し
た
変
更
で
あ
る
。

　
残
土
処
分
は
７
月
ま
で
に

完
了
。
９
月
定
例
会
で
何
ら

報
告
も
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
。

　
変
更
内
容
の
協
議
等
に
時

間
を
費
や
し
て
し
ま
い
、
議

会
へ
の
報
告
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

　
警
察
と
の
協
議
不
足
、
工

程
管
理
も
で
き
な
い
見
通
し

の
甘
さ
、
地
元
対
応
の
不
手

際
な
ど
市
の
実
力
不
足
を
予

期
せ
ぬ
特
別
な
事
由
と
し
て

行
わ
れ
る
契
約
金
額
約
１
億

円
の
増
額
や
工
期
延
長
は
、

市
民
に
と
っ
て
実
害
で
あ
る
。

こ
の
実
害
に
対
し
て
副
市
長

を
始
め
と
す
る
特
別
職
は
具

体
的
に
ど
の
様
に
責
任
を
取

る
の
か
？

　
工
事
の
執
行
に
あ
た
っ
て

は
、
大
き
な
交
通
規
制
を
実

施
し
た
影
響
に
よ
り
、
駅
利

用
者
、
周
辺
住
民
や
商
業
関

係
者
、
交
通
事
業
者
の
皆
様

に
多
大
な
迷
惑
を
お
掛
け
し

て
申
し
訳
な
か
っ
た
。

　
今
後
は
、
計
画
段
階
か
ら

現
場
を
十
二
分
に
把
握
し
、

円
滑
に
工
事
が
進
め
ら
れ
る

よ
う
監
督
し
て
い
き
た
い
。

　
今
回
の
事
象
を
詳
細
に
検

証
し
、
然
る
べ
き
対
応
を
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
市
債
の
利
率
の
見
直
し
に

よ
り
、
今
後
、
利
子
償
還
金

が
減
額
す
る
金
額
は
。

　
本
補
正
予
算
に
計
上
さ
れ

た
市
債
の
利
率
見
直
し
前
の

利
子
総
額
は
、
８
８
３
６
万

２
９
５
２
円
で
、
見
直
し
後

は
５
３
７
７
万
８
５
５
７
円

と
な
り
、
今
後
の
償
還
期
間

で
総
額
３
４
５
８
万
４
３
９

５
円
が
減
額
さ
れ
る
。

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新

制
度
に
つ
い
て
、
現
時
点
で

把
握
し
て
い
る
概
要
と
市
の

今
後
の
対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新

制
度
は
、
幼
児
期
の
学
校
教

育
・
保
育
や
地
域
の
子
ど
も

・
子
育
て
支
援
を
総
合
的
に

推
進
す
る
も
の
で
、
平
成
27

年
４
月
か
ら
の
実
施
が
予
定

さ
れ
て
い
る
。
本
市
で
は
、

今
後
、
事
業
計
画
の
策
定
、

基
準
の
検
討
や
条
例
の
制
定
、

新
制
度
に
対
応
し
た
電
子
シ

ス
テ
ム
の
整
備
等
を
行
な
っ

て
い
く
。

　
新
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
を

Ｐ
Ｆ
Ｉ
と
す
る
決
定
過
程
は
。

　
本
市
の
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
関
す

る
基
本
指
針
」
に
基
づ
き
、

調
査
検
討
し
た
結
果
、
Ｐ
Ｆ

Ｉ
事
業
と
し
て
実
施
す
る
効

果
が
期
待
で
き
る
と
評
価
し
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
検
討
委
員
会
で

判
断
し
、
庁
議
で
決
定
し
た
。

　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
方
が
人
件
費
を

低
く
で
き
る
根
拠
は
何
か
。

　
市
が
直
接
実
施
し
た
場
合

は
、
菅
間
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
の
実
績
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の

場
合
は
厚
生
労
働
省
の
賃
金

構
造
基
本
統
計
調
査
か
ら
算

出
し
た
。
給
与
単
価
は
賃
金

構
造
基
本
統
計
調
査
の
方
が

低
く
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
人
件
費
の

方
が
低
く
な
っ
て
い
る
。

　
庁
内
検
討
で
は
議
論
の
過

程
が
分
か
ら
な
い
。
内
容
を

明
ら
か
に
す
べ
き
で
な
い
か
。

　
決
定
し
た
内
容
も
含
め
比

較
検
討
し
た
状
況
や
選
定
理

由
が
わ
か
る
よ
う
な
資
料
の

ま
と
め
方
に
つ
い
て
は
、
今

後
検
討
し
た
い
。

　
工
事
中
、
来
庁
さ
れ
る
市

民
、
庁
舎
内
へ
の
影
響
や
周

辺
へ
の
影
響
と
対
応
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

　
来
庁
さ
れ
る
市
民
や
庁
舎

内
へ
の
影
響
は
、
作
業
に
伴

う
騒
音
、
振
動
や
粉
じ
ん
等

に
よ
る
影
響
、
来
庁
者
用
駐

車
場
の
一
部
が
使
用
で
き
な

く
な
る
こ
と
等
が
想
定
さ
れ
、

心
理
的
ス
ト
レ
ス
も
懸
念
さ

れ
る
。
周
辺
へ
は
、
騒
音
や

振
動
、
粉
じ
ん
等
の
影
響
の

他
、
工
事
車
両
の
出
入
に
よ

る
交
通
へ
の
影
響
が
想
定
さ

れ
る
。

　
対
応
に
つ
い
て
は
、
駐
車

場
台
数
の
減
少
等
一
部
解
消

で
き
な
い
部
分
も
あ
る
が
、

騒
音
、
粉
じ
ん
等
の
対
策
と

し
て
空
調
設
備
の
運
転
時
間

拡
大
、
ス
ト
レ
ス
等
の
対
応

と
し
て
庁
内
の
美
観
に
配
慮

す
る
こ
と
、
工
事
車
両
等
の

対
応
と
し
て
案
内
誘
導
を
よ

り
充
実
す
る
等
を
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
広
報
紙
等
で
施

工
状
況
等
を
随
時
周
知
す
る
。

　
本
庁
舎
は
耐
震
化
に
よ
り

ど
の
程
度
延
命
を
考
え
る
か
。

　
外
部
改
修
工
事
の
内
容
が
、

一
般
的
な
建
物
の
大
規
模
修

繕
の
工
事
内
容
と
な
っ
て
お

り
、
建
物
自
体
は
耐
震
化
後

概
ね
20
年
程
度
使
用
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

　
平
成
25
年
度
公
共
工
事
設

計
労
務
単
価
は
前
年
比
ど
の

く
ら
い
上
昇
し
て
い
る
の
か
。

　
労
務
単
価
は
、
全
職
種
の

全
国
平
均
で
、
昨
年
度
と
比

較
す
る
と
15
・
１
％
上
昇
し

て
い
る
。
ま
た
、
埼
玉
県
に

お
い
て
は
、
全
職
種
の
平
均

で
18
・
３
％
上
昇
し
て
い
る
。

　
新
労
務
単
価
の
作
業
員
へ

の
周
知
は
ど
う
す
る
か
。

　
現
場
内
に
、
技
能
労
働
者

へ
の
適
切
な
賃
金
水
準
の
確

保
等
に
向
け
た
取
組
の
趣
旨

を
記
載
し
た
啓
発
ポ
ス
タ
ー

の
掲
示
を
行
い
、
作
業
員
等

に
周
知
す
る
よ
う
考
え
て
い

る
。

　
施
設
の
利
用
度
を
上
げ
る

た
め
、
音
楽
関
係
な
ど
各
分

野
へ
精
通
し
た
職
員
を
ど
の

よ
う
に
配
置
す
る
の
か
。

　
募
集
要
項
で
は
館
長
等
に

特
定
の
経
歴
は
求
め
て
い
な

い
が
、
音
楽
関
係
者
な
ど
へ

の
働
き
か
け
や
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
は
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、

館
長
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
り
事
業
の
幅
や
質
に
影
響

を
与
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
適
確
な
人
員
が
配
置
さ

れ
る
よ
う
引
き
続
き
協
議
す

　
施
設
の
運
営
や
事
業
実
施

な
ど
に
つ
い
て
の
市
の
考
え

は
、
選
定
の
過
程
や
基
準
で

ど
の
よ
う
に
反
映
し
た
の
か
。

　
募
集
要
項
に
管
理
運
営
基

準
を
設
定
し
、
ホ
ー
ル
等
の

業
務
や
事
業
な
ど
運
営
業
務

に
関
す
る
考
え
方
を
提
示
し

た
。
評
価
基
準
で
は
運
営
業

務
を
重
視
し
た
配
点
と
し
た
。

選
定
委
員
会
構
成
は
ホ
ー
ル

運
営
の
専
門
委
員
を
含
む
構

成
と
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り

市
施
設
の
特
性
等
を
反
映
し

た
選
定
に
努
め
た
。

　
運
営
の
具
体
的
な
事
業
計

画
は
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
の

か
。

　
市
が
費
用
の
一
部
を
負
担

す
る
事
業
は
、
具
体
的
な
事

業
内
容
を
市
と
協
議
の
上
、

年
間
の
事
業
計
画
を
年
度
開

始
３
ヵ
月
前
ま
で
に
市
に
提

出
す
る
。
指
定
管
理
者
の
自

主
事
業
は
、
施
設
の
目
的
の

範
囲
内
で
あ
れ
ば
事
業
内
容

を
市
は
制
約
し
な
い
が
、
事

業
企
画
書
に
よ
り
承
認
す
る
。

答

　
川
越
市
の
「
市
民
活
動
・

生
涯
学
習
施
設
」
は
、
推
進

中
の
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
構

想
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
。

　
市
民
活
動
・
生
涯
学
習
施

設
は
、
活
動
室
や
会
議
室
等

の
諸
室
の
ほ
か
、
託
児
室
や

ロ
ッ
カ
ー
、
共
用
の
オ
ー
プ

ン
ス
ペ
ー
ス
等
を
整
備
す
る
。

ま
た
、
学
習
の
提
供
で
は
、

市
と
指
定
管
理
者
の
協
議
で

決
定
す
る
提
案
事
業
や
指
定

管
理
者
の
自
主
的
な
事
業
な

ど
、
市
民
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え

た
幅
広
い
事
業
を
実
施
す
る

こ
と
か
ら
、
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
の
機
能
を
備
え
た
も
の

と
考
え
る
。

　
指
定
管
理
者
に
剰
余
金
が

生
じ
た
場
合
の
考
え
方
の
提

案
は
ど
の
よ
う
な
内
容
か
。

　
募
集
要
項
で
、
剰
余
金
は
、

事
業
実
施
に
よ
る
還
元
に
努

め
る
よ
う
求
め
た
。
提
案
は
、

実
施
内
容
を
市
及
び
県
と
協

議
の
う
え
、
一
定
割
合
を
事

業
に
還
元
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

問答

答

答 問

る
。

　
舞
台
な
ど
特
殊
設
備
等
を

操
作
す
る
人
材
配
置
は
ど
う

な
る
の
か
。

　
ホ
ー
ル
管
理
実
務
経
験
10

年
以
上
の
舞
台
技
術
責
任
者
、

ホ
ー
ル
実
務
経
験
５
年
以
上

の
ス
タ
ッ
フ
４
名
を
配
置
す

る
提
案
で
あ
る
。
ホ
ー
ル
利

用
者
に
円
滑
な
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
で
き
る
よ
う
、
熟
練
し

た
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
に

つ
い
て
引
き
続
き
協
議
す
る
。

答 問

議
案
第
１
０
９
号

文
化
芸
術
振
興
・
市
民
活
動
拠
点
施
設
指
定
管
理
者
の
指
定

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
３
号

川
越
駅
西
口
駅
前
広
場
改
修
工
事
請
負
変
更

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
日
本
共
産
党
】【
Ｐ
川
越
21
】【
民
主
党
】

議
案
第
１
１
２
号

市
役
所
本
庁
舎
耐
震
改
修
工
事
請
負
契
約

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
６
号

平
成
25
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

問答

答 問

問問 答答問答問問 答 問 答答

答 問問 答

答 問問問 問

答問問 問問 答

答

答

答

問答問答

川越駅西口駅前広場現地視察
工事中の文化芸術振興・市民活動拠点施設

(西部地域振興ふれあい拠点施設)
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設
計
変
更
前
と
設
計
変
更

後
の
差
異
は
何
か
。

　
増
額
と
な
る
主
な
項
目
は
、

残
土
処
分
、
鋼
矢
板
設
置
撤

去
、
交
通
誘
導
員
で
あ
る
。

　
残
土
処
分
は
、
市
内
を
想

定
し
設
計
し
て
い
た
が
、
市

外
に
変
更
と
な
っ
た
。

　
土
留
め
の
鋼
矢
板
設
置
撤

去
は
、
警
察
や
バ
ス
事
業
者

と
の
協
議
に
よ
り
工
事
作
業

帯
が
縮
小
し
た
た
め
工
法
を

変
更
し
た
。

　
交
通
誘
導
員
は
、
歩
行
者

や
バ
ス
、
一
般
車
の
誘
導
の

た
め
大
幅
に
増
加
し
た
。

　
減
額
と
な
る
主
な
項
目
は

舗
装
工
等
で
あ
る
。

　
工
事
完
了
ま
で
に
工
事
変

更
が
生
じ
る
可
能
性
は
現
時

点
で
あ
る
の
か
。

　
今
後
、
よ
り
一
層
、
協
力

体
制
を
強
化
し
、
前
倒
し
で

作
業
が
で
き
る
よ
う
万
全
な

対
策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
か

ら
、
現
時
点
で
は
、
設
計
変

更
が
生
じ
る
可
能
性
は
な
い

も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
契
約
金
額
を
９
９
０
１
万

５
千
円
増
額
、
工
期
を
17
日

間
延
長
す
る
理
由
を
伺
う
。

　
設
計
変
更
の
主
な
理
由
は
、

関
係
機
関
協
議
に
よ
る
交
通

安
全
対
策
、
仮
設
工
法
の
変

更
及
び
残
土
処
分
工
の
変
更

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
作
業
帯
縮
小
な
ど

に
伴
う
全
体
工
程
の
見
直
し

に
よ
り
工
期
を
延
長
す
る
必

要
が
生
じ
た
。

　
今
後
、
変
更
が
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
に

検
証
す
る
の
か
。

　
変
更
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、

計
画
の
早
い
段
階
か
ら
関
係

機
関
へ
の
相
談
及
び
地
元
へ

の
丁
寧
な
説
明
に
心
が
け
、

請
負
者
に
対
し
て
は
、
施
工

管
理
、
工
程
管
理
の
指
導
を

徹
底
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
重

要
と
考
え
る
。

　
今
後
は
、
計
画
段
階
か
ら

現
場
状
況
の
把
握
に
努
め
、

適
切
な
施
工
計
画
に
基
づ
き

大
き
な
変
更
が
生
じ
な
い
よ

う
努
め
て
い
き
た
い
。

　
バ
ス
路
線
の
迂
回
路
を
使

い
続
け
る
こ
と
は
、
法
的
に

問
題
が
あ
っ
た
の
か
。

　
法
的
に
は
迂
回
路
を
見
直

す
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
地
元
自
治
会
や

育
成
会
か
ら
見
直
し
を
強
く

求
め
ら
れ
た
こ
と
等
を
重
く

受
け
止
め
て
取
り
や
め
た
。

　
鋼
矢
板
設
置
工
事
の
工
法

変
更
は
、
予
期
す
る
事
が
出

来
な
い
特
別
な
状
態
が
生
じ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、

市
の
見
解
は
。

　
着
工
前
に
も
警
察
や
バ
ス

事
業
者
と
協
議
し
準
備
を
整

え
て
い
た
が
、
実
施
段
階
の

協
議
で
予
期
で
き
な
か
っ
た

路
線
バ
ス
の
回
転
場
所
と
安

全
通
行
の
確
保
と
い
う
問
題

点
に
対
応
し
た
変
更
で
あ
る
。

　
残
土
処
分
は
７
月
ま
で
に

完
了
。
９
月
定
例
会
で
何
ら

報
告
も
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
。

　
変
更
内
容
の
協
議
等
に
時

間
を
費
や
し
て
し
ま
い
、
議

会
へ
の
報
告
を
行
う
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。

　
警
察
と
の
協
議
不
足
、
工

程
管
理
も
で
き
な
い
見
通
し

の
甘
さ
、
地
元
対
応
の
不
手

際
な
ど
市
の
実
力
不
足
を
予

期
せ
ぬ
特
別
な
事
由
と
し
て

行
わ
れ
る
契
約
金
額
約
１
億

円
の
増
額
や
工
期
延
長
は
、

市
民
に
と
っ
て
実
害
で
あ
る
。

こ
の
実
害
に
対
し
て
副
市
長

を
始
め
と
す
る
特
別
職
は
具

体
的
に
ど
の
様
に
責
任
を
取

る
の
か
？

　
工
事
の
執
行
に
あ
た
っ
て

は
、
大
き
な
交
通
規
制
を
実

施
し
た
影
響
に
よ
り
、
駅
利

用
者
、
周
辺
住
民
や
商
業
関

係
者
、
交
通
事
業
者
の
皆
様

に
多
大
な
迷
惑
を
お
掛
け
し

て
申
し
訳
な
か
っ
た
。

　
今
後
は
、
計
画
段
階
か
ら

現
場
を
十
二
分
に
把
握
し
、

円
滑
に
工
事
が
進
め
ら
れ
る

よ
う
監
督
し
て
い
き
た
い
。

　
今
回
の
事
象
を
詳
細
に
検

証
し
、
然
る
べ
き
対
応
を
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
市
債
の
利
率
の
見
直
し
に

よ
り
、
今
後
、
利
子
償
還
金

が
減
額
す
る
金
額
は
。

　
本
補
正
予
算
に
計
上
さ
れ

た
市
債
の
利
率
見
直
し
前
の

利
子
総
額
は
、
８
８
３
６
万

２
９
５
２
円
で
、
見
直
し
後

は
５
３
７
７
万
８
５
５
７
円

と
な
り
、
今
後
の
償
還
期
間

で
総
額
３
４
５
８
万
４
３
９

５
円
が
減
額
さ
れ
る
。

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新

制
度
に
つ
い
て
、
現
時
点
で

把
握
し
て
い
る
概
要
と
市
の

今
後
の
対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新

制
度
は
、
幼
児
期
の
学
校
教

育
・
保
育
や
地
域
の
子
ど
も

・
子
育
て
支
援
を
総
合
的
に

推
進
す
る
も
の
で
、
平
成
27

年
４
月
か
ら
の
実
施
が
予
定

さ
れ
て
い
る
。
本
市
で
は
、

今
後
、
事
業
計
画
の
策
定
、

基
準
の
検
討
や
条
例
の
制
定
、

新
制
度
に
対
応
し
た
電
子
シ

ス
テ
ム
の
整
備
等
を
行
な
っ

て
い
く
。

　
新
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
を

Ｐ
Ｆ
Ｉ
と
す
る
決
定
過
程
は
。

　
本
市
の
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
に
関
す

る
基
本
指
針
」
に
基
づ
き
、

調
査
検
討
し
た
結
果
、
Ｐ
Ｆ

Ｉ
事
業
と
し
て
実
施
す
る
効

果
が
期
待
で
き
る
と
評
価
し
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
導
入
検
討
委
員
会
で

判
断
し
、
庁
議
で
決
定
し
た
。

　
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
方
が
人
件
費
を

低
く
で
き
る
根
拠
は
何
か
。

　
市
が
直
接
実
施
し
た
場
合

は
、
菅
間
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
の
実
績
か
ら
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の

場
合
は
厚
生
労
働
省
の
賃
金

構
造
基
本
統
計
調
査
か
ら
算

出
し
た
。
給
与
単
価
は
賃
金

構
造
基
本
統
計
調
査
の
方
が

低
く
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
人
件
費
の

方
が
低
く
な
っ
て
い
る
。

　
庁
内
検
討
で
は
議
論
の
過

程
が
分
か
ら
な
い
。
内
容
を

明
ら
か
に
す
べ
き
で
な
い
か
。

　
決
定
し
た
内
容
も
含
め
比

較
検
討
し
た
状
況
や
選
定
理

由
が
わ
か
る
よ
う
な
資
料
の

ま
と
め
方
に
つ
い
て
は
、
今

後
検
討
し
た
い
。

　
工
事
中
、
来
庁
さ
れ
る
市

民
、
庁
舎
内
へ
の
影
響
や
周

辺
へ
の
影
響
と
対
応
に
つ
い

て
伺
い
た
い
。

　
来
庁
さ
れ
る
市
民
や
庁
舎

内
へ
の
影
響
は
、
作
業
に
伴

う
騒
音
、
振
動
や
粉
じ
ん
等

に
よ
る
影
響
、
来
庁
者
用
駐

車
場
の
一
部
が
使
用
で
き
な

く
な
る
こ
と
等
が
想
定
さ
れ
、

心
理
的
ス
ト
レ
ス
も
懸
念
さ

れ
る
。
周
辺
へ
は
、
騒
音
や

振
動
、
粉
じ
ん
等
の
影
響
の

他
、
工
事
車
両
の
出
入
に
よ

る
交
通
へ
の
影
響
が
想
定
さ

れ
る
。

　
対
応
に
つ
い
て
は
、
駐
車

場
台
数
の
減
少
等
一
部
解
消

で
き
な
い
部
分
も
あ
る
が
、

騒
音
、
粉
じ
ん
等
の
対
策
と

し
て
空
調
設
備
の
運
転
時
間

拡
大
、
ス
ト
レ
ス
等
の
対
応

と
し
て
庁
内
の
美
観
に
配
慮

す
る
こ
と
、
工
事
車
両
等
の

対
応
と
し
て
案
内
誘
導
を
よ

り
充
実
す
る
等
を
考
え
て
い

る
。
ま
た
、
広
報
紙
等
で
施

工
状
況
等
を
随
時
周
知
す
る
。

　
本
庁
舎
は
耐
震
化
に
よ
り

ど
の
程
度
延
命
を
考
え
る
か
。

　
外
部
改
修
工
事
の
内
容
が
、

一
般
的
な
建
物
の
大
規
模
修

繕
の
工
事
内
容
と
な
っ
て
お

り
、
建
物
自
体
は
耐
震
化
後

概
ね
20
年
程
度
使
用
す
る
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

　
平
成
25
年
度
公
共
工
事
設

計
労
務
単
価
は
前
年
比
ど
の

く
ら
い
上
昇
し
て
い
る
の
か
。

　
労
務
単
価
は
、
全
職
種
の

全
国
平
均
で
、
昨
年
度
と
比

較
す
る
と
15
・
１
％
上
昇
し

て
い
る
。
ま
た
、
埼
玉
県
に

お
い
て
は
、
全
職
種
の
平
均

で
18
・
３
％
上
昇
し
て
い
る
。

　
新
労
務
単
価
の
作
業
員
へ

の
周
知
は
ど
う
す
る
か
。

　
現
場
内
に
、
技
能
労
働
者

へ
の
適
切
な
賃
金
水
準
の
確

保
等
に
向
け
た
取
組
の
趣
旨

を
記
載
し
た
啓
発
ポ
ス
タ
ー

の
掲
示
を
行
い
、
作
業
員
等

に
周
知
す
る
よ
う
考
え
て
い

る
。

　
施
設
の
利
用
度
を
上
げ
る

た
め
、
音
楽
関
係
な
ど
各
分

野
へ
精
通
し
た
職
員
を
ど
の

よ
う
に
配
置
す
る
の
か
。

　
募
集
要
項
で
は
館
長
等
に

特
定
の
経
歴
は
求
め
て
い
な

い
が
、
音
楽
関
係
者
な
ど
へ

の
働
き
か
け
や
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
は
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、

館
長
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
り
事
業
の
幅
や
質
に
影
響

を
与
え
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
適
確
な
人
員
が
配
置
さ

れ
る
よ
う
引
き
続
き
協
議
す

　
施
設
の
運
営
や
事
業
実
施

な
ど
に
つ
い
て
の
市
の
考
え

は
、
選
定
の
過
程
や
基
準
で

ど
の
よ
う
に
反
映
し
た
の
か
。

　
募
集
要
項
に
管
理
運
営
基

準
を
設
定
し
、
ホ
ー
ル
等
の

業
務
や
事
業
な
ど
運
営
業
務

に
関
す
る
考
え
方
を
提
示
し

た
。
評
価
基
準
で
は
運
営
業

務
を
重
視
し
た
配
点
と
し
た
。

選
定
委
員
会
構
成
は
ホ
ー
ル

運
営
の
専
門
委
員
を
含
む
構

成
と
し
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り

市
施
設
の
特
性
等
を
反
映
し

た
選
定
に
努
め
た
。

　
運
営
の
具
体
的
な
事
業
計

画
は
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
の

か
。

　
市
が
費
用
の
一
部
を
負
担

す
る
事
業
は
、
具
体
的
な
事

業
内
容
を
市
と
協
議
の
上
、

年
間
の
事
業
計
画
を
年
度
開

始
３
ヵ
月
前
ま
で
に
市
に
提

出
す
る
。
指
定
管
理
者
の
自

主
事
業
は
、
施
設
の
目
的
の

範
囲
内
で
あ
れ
ば
事
業
内
容

を
市
は
制
約
し
な
い
が
、
事

業
企
画
書
に
よ
り
承
認
す
る
。

答

　
川
越
市
の
「
市
民
活
動
・

生
涯
学
習
施
設
」
は
、
推
進

中
の
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
構

想
と
ど
う
関
連
す
る
の
か
。

　
市
民
活
動
・
生
涯
学
習
施

設
は
、
活
動
室
や
会
議
室
等

の
諸
室
の
ほ
か
、
託
児
室
や

ロ
ッ
カ
ー
、
共
用
の
オ
ー
プ

ン
ス
ペ
ー
ス
等
を
整
備
す
る
。

ま
た
、
学
習
の
提
供
で
は
、

市
と
指
定
管
理
者
の
協
議
で

決
定
す
る
提
案
事
業
や
指
定

管
理
者
の
自
主
的
な
事
業
な

ど
、
市
民
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え

た
幅
広
い
事
業
を
実
施
す
る

こ
と
か
ら
、
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
の
機
能
を
備
え
た
も
の

と
考
え
る
。

　
指
定
管
理
者
に
剰
余
金
が

生
じ
た
場
合
の
考
え
方
の
提

案
は
ど
の
よ
う
な
内
容
か
。

　
募
集
要
項
で
、
剰
余
金
は
、

事
業
実
施
に
よ
る
還
元
に
努

め
る
よ
う
求
め
た
。
提
案
は
、

実
施
内
容
を
市
及
び
県
と
協

議
の
う
え
、
一
定
割
合
を
事

業
に
還
元
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

問答

答

答 問

る
。

　
舞
台
な
ど
特
殊
設
備
等
を

操
作
す
る
人
材
配
置
は
ど
う

な
る
の
か
。

　
ホ
ー
ル
管
理
実
務
経
験
10

年
以
上
の
舞
台
技
術
責
任
者
、

ホ
ー
ル
実
務
経
験
５
年
以
上

の
ス
タ
ッ
フ
４
名
を
配
置
す

る
提
案
で
あ
る
。
ホ
ー
ル
利

用
者
に
円
滑
な
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
で
き
る
よ
う
、
熟
練
し

た
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
に

つ
い
て
引
き
続
き
協
議
す
る
。

答 問

議
案
第
１
０
９
号

文
化
芸
術
振
興
・
市
民
活
動
拠
点
施
設
指
定
管
理
者
の
指
定

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
３
号

川
越
駅
西
口
駅
前
広
場
改
修
工
事
請
負
変
更

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
日
本
共
産
党
】【
Ｐ
川
越
21
】【
民
主
党
】

議
案
第
１
１
２
号

市
役
所
本
庁
舎
耐
震
改
修
工
事
請
負
契
約

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
６
号

平
成
25
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

問答

答 問

問問 答答問答問問 答 問 答答

答 問問 答

答 問問問 問

答問問 問問 答

答

答

答

問答問答

川越駅西口駅前広場現地視察
工事中の文化芸術振興・市民活動拠点施設

(西部地域振興ふれあい拠点施設)
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▼
　
川
越
市
議
会
運
営
委
員

　
会
の
辞
任
に
つ
い
て

　
髙
梨
淑
子
委
員
よ
り
辞
任

願
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
を
許

可
し
ま
し
た
。

▼
　
川
越
市
議
会
運
営
委
員

　
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

　
委
員
に
欠
員
が
生
じ
た
た

め
、
吉
野
郁
惠
議
員
を
委
員

に
選
任
し
ま
し
た
。

▼
　
農
業
委
員
会
等
に
関
す

　
る
法
律
第
十
二
条
第
二
号

　
の
規
定
に
よ
る
選
任
委
員

　
の
推
薦

　
次
の
議
員
が
被
推
薦
者
と

し
て
当
選
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
山
木
　
綾
子

　
　
　
　
　
　
吉
田
　
光
雄

工事中の川越駅西口駅前広場

平成25年

第5回定例会 川越駅西口駅前広場改修工事請負契約の変更を可決

発
行  

川
越
市
議
会

編
集  

川
越
市
議
会
広
報
紙

　
　  

編
集
委
員
会

電
話  

０
４
９-

２
２
４-

６
０
６
７

定例会の経過
〈11月〉

〈12月〉
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11日
16日
17日
18日
20日

日程に入らず散会
日程に入らず散会
許可１件 選任１件
３常任委員会
議案６件 請願１件
意見書１件 採決
選挙１件

この印刷物は、グリーン購入法に適合する紙を使用し、
印刷用の紙へ、リサイクルできます。

次回もお待ちしております

川越市マスコットキャラクター ときも

開会日　　……
議案上程日……
質疑①　　……
質疑②　　……
一般質問①……

1名
1名
2名
2名
5名

一般質問②……
一般質問③……
一般質問④……
一般質問⑤……
最終日　　……

8名
1名
5名
2名
14名

平成25年川越市議会第5回定例会
合計41名の方が傍聴されました。

　
今
定
例
会
は
20
議
案
が
廃

案
に
な
り
、
一
般
質
問
は
23

人
が
登
壇
で
き
な
い
異
例
の

議
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
議
会
だ
よ
り
は
、
議
会
と

市
民
と
の
接
点
で
あ
り
、
議

会
情
報
を
発
信
す
る
手
段
と

し
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
。
限
ら
れ
た
紙
面
で

す
が
、
広
報
紙
編
集
委
員
会

で
は
、
こ
れ
か
ら
も
、
皆
様

に
「
伝
わ
る
議
会
だ
よ
り
」

を
目
指
し
て
参
り
ま
す
。

　
　
　
　
（
川
口
　
啓
介
）

議議
会会

情情
報報

議案第１０５号　川越市公民館使用条例の一部を改正する条例を定めることについてに関する附帯決議
　公民館の使用料改定については、本委員会において多くの質疑が行われたが、今後はそれらを踏まえて次の点に
注意して進められたい。
１．答弁に基づき、平成２６年４月１日から登録団体の使用料徴収を目指すことについては、混乱をきたさぬよう
　努めること。
２．受益者負担の公平性から社会教育としての登録団体のあり方を検討し、見直しを進めること。
３．利用区分について不具合が生じないよう検討すること。
４．公民館制度の変更があった場合、本委員会に速やかに報告すること。
　右、決議する。
　　　平成２５年１２月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川越市議会　文化教育常任委員会

議案第１１３号　川越駅西口駅前広場改修工事請負契約の変更についてに関する附帯決議
　川越駅西口駅前広場は川越市の玄関口であり、市の拠点として今後の市政及び行政に大きく寄与する重要な事業
である。しかしながら、市の工程管理は十分でなく、早い段階から種々の変更が生じていたにもかかわらず、これ
まで市から議会に対して報告がなされず、本議会に至ったことは、はなはだ遺憾である。
　よって、今後このようなことのないよう、以下要請する。
１、設計段階から、十分に関係機関と協議を行うとともに、地元への丁寧な説明に努めること。
１、工事執行にあたっては、工程を明確にするとともに、再発防止のための仕組みの見直しを含めた具体的な対策
　を講ずること。
１、本工事の残土処分の変更部分については、引き続き請負業者と協議を行うこと。
１、本工事の執行にあたっては、作業時間にも配慮し、適正な安全衛生管理に努めること。
　右、決議する。
　　　平成２５年１２月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川越市議会　産業建設常任委員会

　１１月２８日議場コンサートを開催しました。市内の川越南高等学校吹奏楽部
により、歌劇「リゴレット」より、他1曲の演奏が行われました。

請
願
第
５
号

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
を
改
正
し
、

発
生
抑
制
と
再
使
用
を
促
進
す
る
た

め
の
法
律
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書

の
提
出
を
求
め
る
請
願
書 ‐

採
択‐

請
願
者
　
川
越
市
東
田
町
５‐
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